
  

 （注） 平成24年６月28日開催の第154回定時株主総会の決議により、平成24年10月１日から会社名を上記のとおり変更

いたしました。なお、英訳名に変更はありません。 
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 平成25年６月27日開催の当社第155回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。 

  

(1）当該株主総会が開催された年月日 

  平成25年６月27日 

  

(2）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の処分の件 

期末配当に関する事項 

①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  

当社普通株式１株につき金３円50銭  総額3,110,022,780円   

         ②剰余金の配当が効力を生じる日 

          平成25年６月28日      

  

第２号議案 取締役９名選任の件 

取締役として、坂元龍三、髙橋寛、香山和正、髙林博、楢原誠慈、松井敬之、矢野邦男、佐野茂樹、

及び荻村道男を選任する。 

  

第３号議案 監査役２名選任の件 

監査役として、森田盛人及び鵜飼昭生を選任する。 

  

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果 

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 

    第１号議案 

     出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 

    第２号議案及び第３号議案 

     議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成です。 

  

１【提出理由】

２【報告内容】

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議の結果

第１号議案 549,410 2,443 292 97.46% 可決 

第２号議案 

坂元 龍三 

髙橋 寛 

香山 和正 

髙林 博 

楢原 誠慈 

松井 敬之 

矢野 邦男 

佐野 茂樹 

荻村 道男 

 

540,264 

548,113 

548,177 

548,177 

548,277 

548,253 

548,256 

548,273 

540,408 

 

10,651 

2,803 

2,739 

2,739 

2,639 

2,663 

2,660 

2,643 

11,423 

 

1,208 

1,208 

1,208 

1,208 

1,208 

1,208 

1,208 

1,208 

292 

  

95.84% 

97.23% 

97.24% 

97.24% 

97.26% 

97.26% 

97.26% 

97.26% 

95.87% 

  

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

可決 

第３号議案 

森田 盛人 

鵜飼 昭生 

 

538,721 

549,312 

 

13,136 

2,546 

 

292 

292 

  

95.56% 

97.44% 

  

可決 

可決 



(4）賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった

理由 

 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に

係る議決権の数に、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算して

おりません。  

以 上 


